
事 務 連 絡  

令和２年 12 月 28 日 

 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

 

    厚生労働省医政局総務課 

 

 

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に

関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期限延長に関する周知への御協

力について（依頼） 

 

 

別添のとおり、厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課より経済団体宛て標記の事

務連絡が発出されました。貴会におかれましても、内容を御了知の上、貴会会員に周知い

ただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 









■ 男女雇用機会均等法により、母性健康管理措置を求めたことやこれを受けたことを理由とす
る解雇等不利益取扱いは禁止されています。

■ また、職場におけるいわゆるマタニティハラスメントには、母性健康管理措置を求めたこと
やこれを受けたこと等を理由とするものも含まれ、事業主にはこれを防止するための措置を講じ
ることが義務付けられています。

■ 母性健康管理措置を講じてもらえない等の御相談は、以下へお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に関する相談窓口ああああ
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index_00004.htmlああああ

▶▶ 母健連絡カードは、厚生労働省ホームページ
や「女性にやさしい職場づくりナビ」からダウン
ロードできます。また、ほとんどの母子健康手帳
にも様式が記載されています。

新型コロナウイルス感染症に関する
母健連絡カードの活用方法

主治医等
（健康診査等を行う

医師、助産師）

人事労務担当者
管理者等

産業医
産業保健スタッフ等

保健指導・健康診査
を受ける

❶

❷

❶

❸

❹

母健連絡カードに
指導事項を記載する

❷

母健連絡カードを提出し、
措置を申し出る

❸

指導事項に基づき、
必要な措置を講じる

相談 助言

❹

企業
（事業主）

新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置が必要な場合には、
主治医等がカード裏面の「特記事項」
の欄に指導内容を記入します。

（記入例）
新型コロナウイルス感染症の感染の
おそれの低い作業への転換又は出勤
の制限（在宅勤務・休業）の措置を
講じること。

措置の具体的な内容は、
産業医等の助言に基づき、
女性労働者と話し合って
定めることが望ましいも
のです。

妊娠中の
女性労働者
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裏
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母性健康管理指導事項連絡カード 
令和    年   月   日 

事 業 主 殿 

医療機関等名                           

医 師 等 氏 名                            

 

下記の１の者は、健康診査及び保健指導の結果、下記２～４の措置を講ずることが必要であると認めます。 

 

記 
 

１．氏 名 等 

氏名  妊娠週数 週 分娩予定日 年     月     日 

 

２．指導事項（該当する指導項目に○を付けてください。） 

症 状 等 指導項目 標 準 措 置 

つわり 症状が著しい場合  勤務時間の短縮 

妊娠悪阻
お そ

  休業（入院加療） 

妊娠貧血 
Hb９g/dl以上 11g/dl未満  負担の大きい作業の制限又は勤務時間の短縮 

Hb９g/dl未満  休業（自宅療養） 

子宮内胎児発育遅延 
軽 症  負担の大きい作業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（自宅療養又は入院加療） 

切迫流産（妊娠 22週未満）  休業（自宅療養又は入院加療） 

切迫早産（妊娠 22週以後）  休業（自宅療養又は入院加療） 

妊 娠 浮 腫
ふ し ゅ

 
軽 症  

負担の大きい作業、長時間の立作業、同一姿勢

を強制される作業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（入院加療） 

妊 娠 蛋
たん

白 尿 
軽 症  

負担の大きい作業、ストレス・緊張を多く感じる作

業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（入院加療） 

妊娠高血圧 

症候群 

（妊娠中毒症） 

高血圧が見

られる場合 

軽 症  
負担の大きい作業、ストレス・緊張を多く感じる作

業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（入院加療） 

高血圧に蛋
たん

白尿を伴う

場合 

軽 症  
負担の大きい作業、ストレス・緊張を多く感じる作

業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（入院加療） 

妊娠前から持っている病気（妊

娠により症状の悪化が見られ

る場合） 

軽 症  負担の大きい作業の制限又は勤務時間の短縮 

重 症  休業（自宅療養又は入院加療） 

 


